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発泡スチロール、プラスチック製品
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出し方のポイント
「プラ資源」の対象は、原則、プラスチツク素材100%のものです。
※ただし、ハンガーなど一部が金属の場合、大部分がプラスチックのものは対象になります。

プラ資源を「透明または半透明の袋」に入れる

※ 岡山市有料指定袋は使用しないでください。

「可燃・不燃ごみステーション」に排出

※ プ豆資源は資源Jヒ物ステーションでは回収しないのでご注意ください。

汚れの落ちないプラスチックは可燃ごみヘ
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対象の「プラスチック資源」の例
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プラスチック製容器包装壱D +  プラスチック製品
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1 隧
菓子袋などの包装

1 食品トレー、たまごなどの容:
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で回収できない例
サイクルに不適なもの |
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電池、ライターなど

発火の危険があるもの

小型家電
〒系のも?IΦ ‐

‐
ゴム・シ1プ コン製品 |

※裏面もご覧ください

「プラス|チーゾク資源」
発火や負傷などの危険があるもめ、|リ

はげし<汚れたもの

刃があるもの 厚手 (5mm以上 )のもの

洗斉」などのボトル、チューブ


